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１．随時届出における注意点・変更点 

   随時届出は、２０２５年４月 1日以降に提出する届出から 

   新しいルールに基づく届出が必要となります。 

 

 

→ 在留資格の許可を受けた日から１か月経過しても就労を開始していない場合や雇用後に

１か月活動ができない事情が生じた場合も届出の対象となります。 

→ １か月間活動ができない事情が生じた場合や行方不明者発生などの際に添付する参考様

式を新規に作成しました。 

→ 自己都合退職の申出があった場合について、受入れ困難の事由の対象外とします（雇用

契約が終了した場合には、引き続き「雇用契約終了に係る届出」は必要）。 

 

 

 

→ 届出の対象が「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」があっ

た場合から「特定技能基準省令第２条第１項各号及び同条第２項各号に適合しない場合」

に変更されます。 

※ 基準不適合の具体例 

税金や社会保険料等の滞納が発生したとき、特定技能外国人が従事することとされている業務と

同種の業務に従事していた労働者（日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。）に関

し、非自発的離職を発生させたとき、関係法律による刑罰を受けたとき、実習認定の取消しを受け

たとき、出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき、外国人に対する暴行行為、脅迫

行為又は監禁行為が発生したとき、外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行

為が発生したとき など 

 

 

２０２５年４月１日から、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変更を

内容とする、改正出入国管理及び難民認定法施行規則が施行されます。 

施行後の届出の主な変更点・注意点は下記のとおりです。 

  

 

特定技能制度における届出のルールが変わります！ 

２０２５年（令和７年）４月１日施行 出入国管理及び難民認定法施行規則 

① 受入れ困難に係る届出（参考様式第３－４号）【届出対象の追加等】 

② 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

の基準不適合に係る届出（参考様式第３－５号）【届出項目変更】 

特定技能所属機関・登録支援機関の皆さま 
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→ 特定技能所属機関による自社支援の場合において、１号特定技能外国人支援計画

に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に届出が必要となります。 

 

 

→ 登録支援機関が支援の全部委託を受けている場合において、１号特定技能外国人

支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に報告が必要とな

ります（支援において特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合を含む。）。 

２．定期届出における注意点・変更点 

   ２０２５年１月から３月までを対象期間とした届出（四半期に 

１回の届出）は同年４月１５日までに提出する必要があります。 

新しいルールの定期届出（１年に１回の届出）を最初に提出す 

   るのは、２０２６年４月以降となります。 

 

「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」を一体化し、「受入れ・

活動・支援実施状況に係る届出書」に変更され、届出事項や届出時に提出いただく書類が、

以下のとおり変更されます。 

２０２５年４月１日施行の入管法施行規則については、届出関係の以外の運用についても

変更点があります。詳細については、出入国在留管理庁ホームページの特設ページを確認し

てください。 

https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html                                                

③ １号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出（参考様式第３－７号）【新設】 

受入れ・活動・支援実施状況に係る届出（参考様式第３－６号） 

【提出頻度変更・様式統合・届出項目変更】 

主な届出事項：特定技能外国人の労働日数、労働時間数、給与の支給総額、昇給率など 

       → 届出書本体に年度の平均を記載 

別紙の内容：個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等について、特定

技能外国人を受け入れている事業所単位で作成 

主な添付書類：特定技能所属機関の登記事項証明書、決算関係書類、役員の住民票写し、

公的義務の履行証明書など 

 

 

④ １号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告（参考様式第４－３号）【新設】 

・届出の提出頻度が四半期ごとから１年に１回に変更されます。 

・対象年の４月１日から翌年３月３１日までの受入れ・活動・支援実施

状況を翌年４月１日から５月３１日までに提出する必要があります。 
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１．在留諸申請の提出書類 
 

（１）同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている場合 
 
○ 同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている場合、提出書類のうち、

下記（１）から（１０）までの１０項目の書類の提出が省略できます（※１）。 
 

(１)特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 
(２)登記事項証明書 
(３)業務執行に関与する役員の住民票 
(４)特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式第１－２３号） 
(５)労働保険料の納付に係る資料 
(６)社会保険料の納付に係る資料 
(７)国税の納付に係る資料 
(８)法人住民税の納付に係る資料 
(９)特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第１－４号） 
(１０)雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 
 

※１ 必要がある場合には、別途、書類の提出をお願いすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ２０２５年４月１日から、改正出入国管理及び難民認定法施行規則が施行されます。 

■ これにより、特定技能制度の申請及び定期届出時の提出書類のルールが変更されます。 

■ 施行後の主な変更点・注意点は下記のとおりです。 

 

特定技能制度を利用される皆さまへ 

令和７年７月１日改定 

２０２５年（令和７年）４月１日から 

特定技能制度の提出書類のルールが変更となります！ 
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（２）（１）以外の場合 

○ 全ての提出書類の提出が必要です。 
 
○ ただし、以下の①から⑥の機関等については、過去３年間に指導勧告書の交

付、又は改善命令処分を受けておらず、在留諸申請をオンライン申請、各届出を
電子届出で行う場合（※３）、上記（１）の１０項目の書類を省略することが可能
です。 

 
① 日本の証券取引所に上場している企業 
② 保険業を営む相互会社 
③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの

対象企業（イノベーション創出企業） 
④ 一定の条件を満たす企業等 
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉

徴収票合計表の源泉徴収税額が１,０００万円以上ある団体・個人 
⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受入れ実績を有し、過去３年

間に債務超過となっていない法人 
 

※２ 従前の書類省略のルールは、２０２５年４月１日以降は適用されませんのでご注意くだ

さい。 

 

２．定期届出の提出書類 
 
○ 特定技能外国人を受け入れている場合、上記１（１）の１０項目の書類は、１

年に１回提出する定期届出の際に提出することとなります（※３）。 
 
○ ただし、上記１（２）の①から⑥の機関等については、過去３年間に指導勧告

書の交付、又は改善命令処分を受けておらず、在留諸申請をオンライン申請、各
届出を電子届出で行う場合、当該１０項目の書類を省略することが可能です（※

４）。 
 

※３ 受入れ機関が毎年４月１日から５月３１日までに提出する「受入れ・活動・支援実施状

況に係る届出書」の添付書類として、受入れ機関の適格性に関する書類を提出してくださ

い。 

※４ 定期届出における提出書類の省略を希望される場合は、施行規則改正後の定期届出の提

出が始まる令和８年４月までに利用者登録をしていただくようお願いいたします。 

 

 

オンライン申請や電子届出について、詳しくはこちらから↓ 

   https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineprocedures.html 
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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能
所属機関

地方公共団体
（都道府県・市区町村）

市区町村に対する協力確認書の提出

必要に応じて指導・助言・協力要請等

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれる中、特定技能所属機関においては、
・地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること
・１号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うこと
が求められる。

▐ 協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し、

「協力確認書」※を提出する。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※ 地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書。

▐ 在留諸申請における申告
特定技能外国人に係る在留諸申請において、特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体が実施する共生施策につ
いて必要な協力をすることとしている旨を申告する。

▐ １号特定技能外国人支援計画の作成・実施
特定技能所属機関は、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に

実施する。

▐ 地方公共団体からの協力要請への対応
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するも
のである場合、当該協力要請に応じる。
※ 本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イ
ベント、日本語教室等に関する施策等が想定される。

必要に応じて協力要請

協力要請への対応
地方出入国
在留管理局

相談

回報

地方出入国在留管理局では、地方公共団体から、共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するも
のであるにもかかわらず、協力要請に応じない特定技能所属機関について相談等を受けた場合には、必要に応じて、当該地方公
共団体又は特定技能所属機関等に事情を確認した上で、特定技能所属機関等に対する指導・助言・協力要請等を行う場合がある。

在留諸申請

１ 趣旨

２ 制度概要

３ 運用イメージ
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月月 日日1010 2929 16:00 - 16:45
17:00 - 17:45
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45

水

しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうしゅさい 

出入国在留管理庁主催

日本で働きたいあなたへ!
にほん はたら

日本で働ける在留資格「特定技能」について知ることができます。
にほん はたら ざいりゅうしかく とくていぎのう し

第1回
だい  　かい

第2回
だい 　 かい

月月 日日11 3131 第3回
だい 　 かい

がつ にち

がつ にち

すいようび

どようび

第4回
だい  　かい

特定技能制度について
とくてい ぎのう せいど

土

オンライン（Zoom）

実施方法
じっしほうほう

おんらいん

※各回の開催内容は同じです。
かくかい かいさいないよう おな

右の二次元コードからお申込みください。
みぎ もうしこにじげんこーど

参加申込みはこちら
さんかもうしこ

もうしこ きげん

申込み期限
月月 日日1010 2222がつ にち

年年20252025
ねん

月月 日日11 2424がつ にち

年年20262026
ねん

第1回・第2回
だい  　かい だい 　 かい

第3回・第4回
だい 　 かい だい  　かい

特定技能制度説明会運営事務局

（株式会社ライノ・コネクト）

メール： tokuteiginou@plan-sms.co.jp
右の二次元コードからお問合せください。

お問合せ先
といあわ さき

とくていぎのうせいどせつめいかいうんえいじむきょく

かぶしきがいしゃ らいの こねくと

めーる

みぎ にじげんこーど といあわ

特定技能は、日本国内での就労を希望される外国人の方のた

めの在留資格です。特定技能には、「特定技能1号」と「特定技

能2号」の2種類があります。現在、1号は16分野、2号は介護、

自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く11分野です。

とくていぎのう

とくていぎのう

げんざい

とくていぎのう ごう

ごう

じどうしゃうんそうぎょう てつどう

ぶんや かいご

りんぎょう もくざいさんぎょう のぞ ぶんや

ごう

とくていぎのう

ごう しゅるい

ざいりゅうしかく

にほんこくない しゅうろう きぼう がいこくじん かた

18歳以上の外国人の方が参加できます。

参加できる人
さんか ひと

さいいじょう がいこくじん かた さんか

日本語
にほんご

タイ語
たいご

ベトナム語
べとなむご

日本語
にほんご

英語
えいご

インドネシア語
いんどねしあご

日本語
にほんご

タイ語
たいご

ベトナム語
べとなむご

日本語
にほんご

英語
えいご

インドネシア語
いんどねしあご

年年20252025 ねん

年年20262026 ねん

特定技能総合支援サイト SNS
とくていぎのうそうごうしえんさいと

特定技能
制度説明会

とくてい ぎのう

せいど せつめいかい

無料
むりょう

おんらいん

オンライン

通訳もいます!
つうやく
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外国人外国人のの
適正適正なな雇用雇用にに
ご協力くださいご協力ください

日本人と外国人が互いを尊重し、
安全・安心に暮らせる共生社会を実現するためには、

が重要です。

⃝�外国人の人権に配慮しながら、ルール
にのっとって外国人を受け入れ、適切な�
支援等を行っていくこと
⃝�ルールに違反する者に対しては厳正に
対応していくこと

在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国
人の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。その例外も含めて、在留カードの
見方については、次のページをご参照ください。

在留カードの記載事項を確認してください。

⃝外国人在留支援センター（FRESC／フレスク）

℡ 0570-011000
https://www.moj.go.jp/isa/support/
fresc/fresc01.html
※�外国人在留支援センターには、外国人の在留支援に関連する4省庁8
機関（東京出入国在留管理局、東京法務局人権擁護部、法テラス等）が
ワンフロアに入居し、入居機関が連携しながら、外国人からの相談対応、
外国人を雇用したい企業の支援、外国人支援に取り組む地方公共団体
の支援などの取組を行っています。

在留手続、労働関係法令、就職支援、人権相談等に関するお問い合わせ3
⃝ワンストップ型相談センター
外国人総合相談支援センター（東京）

℡ 03-3202-5535
外国人総合相談センター（埼玉）

℡ 048-833-3296
多文化共生総合相談ワンストップセンター（浜松）

℡ 053-458-1510
https://www.moj.go.jp/isa/
consultation/center/index.html

⃝地域の相談窓口一覧
https://www.moj.go.jp/isa/content/ 
930004512.pdf

不法就労不法就労とは？とは？

不法滞在者や被退去強制者が働くケース （例）	・�密入国した人や在留期限の切れた人が働く
	 ・�退去強制されることが既に決まっている人が働く1

就労できる在留資格を有していない外国人で
出入国在留管理庁から働く許可を
受けていないのに働くケース

（例）	・�観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに
働く

	 ・�留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く2

不法就労となるのは、次の3つの場合です。

外国人の方が現に有している在留資格等で
認められた範囲を超えて働くケース

（例）	・�外国料理のコックや語学学校等の先生として働くこと
を認められた人が工場で作業員として働く

	 ・�留学生が許可された時間数（原則週28時間以内）を超
えて働く

3

事業主も処罰の対象となります！！
⃝不法就労させたり、不法就労をあっせんした人（不法就労助長罪）
　➡3年以下の懲役・300万円以下の罰金
　※�外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留
カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。

⃝不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
　➡退去強制の対象
⃝外国人の雇用又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
　➡30万円以下の罰金

注意！

不法就労防止にご協力ください

外国人を雇用する事業主の皆様へお問い合わせはこちらへ

出入国在留管理庁では、安全・安心な社会の実現のために、摘発の強化や安全かつ確実な強制送還の実施、不法就
労防止及び出国命令制度の更なる周知に関する広報活動などにより、不法滞在者の縮減に努めています。なお、令
和6年の地方出入国在留管理官署における摘発件数は、1,320件でした。

不法就労防止に係る取組

⃝外国人在留総合インフォメーションセンター

℡ 0570-013904
https://www.moj.go.jp/isa/
consultation/center/index.html

⃝地方出入国在留管理局
https://www.moj.go.jp/isa/about/
region/index.html

入国手続や在留手続等に関するお問い合わせ1

⃝外国人技能実習機構コールセンター

℡ 03-3453-8000  
https://www.otit.go.jp/contact/

※�申請に対する進捗確認などの個別事案や様式の具体的な記載に係る相談
など解釈が必要となるお問い合わせについては、内容に応じて、本部又は
地方事務所（支所）の各窓口にご連絡ください。

技能実習制度に関するお問い合わせ2

参 考 資 料

生活・就労ガイドブック　
～日本で生活する外国人の皆さんへ～
日本に在留する外国人が安全・安心に生活・就労
できるようにするために必要な各種手続や制度
に関する基礎的情報を取りまとめ、
多言語で掲載しています。
https://www.moj.go.jp/isa/
support/portal/guidebook_all.html

外国人生活支援ポータルサイト
外国人や支援者に有用な各省庁の情報を、カテゴ
リ別に多言語でお知らせするウェブサイトです。
https://www.moj.go.jp/isa/
support/portal/index.html

在留支援のための
やさしい日本語ガイドライン
「やさしい日本語」は、相手に配慮したわかりやす
い日本語のことです。書き言葉、話し言葉のそれ
ぞれについて、やさしい日本語活用
のポイント等を紹介しています。
https://www.moj.go.jp/isa/support/
portal/plainjapanese_guideline.html
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2023年6月1日 東京都港区港南5丁目5番30号 東京都港区長

「就労不可」の記載がある場合
　➡�原則雇用はできませんが、ポイント②を確認してください。
※一部就労制限がある場合
➡�制限内容を確認してください。次のいずれかの記載が
あります。

①�「在留資格に基づく就労活動のみ可」
②�「指定書により指定された就労活動のみ可」�
（在留資格「特定活動」）
�（②については法務大臣が個々に指定した活動等が記載
された指定書を確認してください。また、①について、
在留資格が「特定技能」の場合は、②と同様に指定書を
確認してください。）

※�難民認定申請中であっても、有効な在留カードを所持し
ていない場合や在留カードに「就労不可」と表示されて
いる場合は雇うことはできません。
※�「就労制限なし」の記載がある場合
　➡就労内容に制限はありません。

　ポイント①で「就労不可」又は「在留資格に基づく就
労活動のみ可」の方であっても、裏面の「資格外活動許
可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労すること
ができます。
　ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意
が必要です。

①�「許可（原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。）」
（複数のアルバイト先がある場合には、その合計が
週28時間以内でなければなりません。）

②�「許可（「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、�
「技能」に該当する活動・週28時間以内）」
（地方公共団体等との雇用契約に基づく活動であ
る必要があります。）

③�「許可（資格外活動許可書に記載された範囲内の活動）」
（資格外活動許可書を確認してください。）

　下記のページをご活用ください。なお、確認結果は、在留カード等の有効性を証明す
るものではありません。昨今、実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード
等も存在するため、確認結果にかかわらず、下記「「在留カード」及び「特別永住者証明書」
の見方」や「在留カード等読取アプリケーション」のほか、「動画ライブラリー」において、
アプリの操作方法や在留カード等の目視による真偽の判断方法を紹介する映像を公開
していますので、あわせてご活用ください。
　偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方出入国在留管理
局にお問い合わせください。
在留カード等番号失効情報照会ページ
https://lapse-immi.moj.go.jp/

「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方
https://www.moj.go.jp/isa/
content/930001733.pdf

動画ライブラリー
https://www.moj.go.jp/isa/publications/
publications/nyuukokukanri01_00182.html

在留カード等読取アプリケーション
https://www.moj.go.jp/isa/
applications/procedures/�
rcc-support.html

このアプリを使用し、読み取った情報と、券面
に記載された情報を見比べることで、偽変造さ
れていないかを簡単に確認することができます。
アプリは、サポートページ（上記URL）や各アプ
リケーションストアから入手できます。

在留カード等の番号が失効していないか確認することができます。

⃝�旅券に後日在留カードを交
付する旨の記載がある方
⃝�「3月」以下の在留期間が付与
された方
⃝�「外交」「公用」等の在留資格
が付与された方

これらの方については、旅券等
で就労できるかどうかを確認
してください。
※�特に、「留学」「研修」「家族滞在」「文
化活動」「短期滞在」の在留資格を
もって在留している方については、
資格外活動許可を受けていない限
り就労できませんのでご注意くだ
さい。

在留カードを所持して
いなくても就労
できる場合がある方

在留カード表面の「就労制限の有無」
欄を確認してください。

在留カード裏面の「資格外活動
許可欄」を確認してください。1ポイント 2ポイント

外国人の適正な雇用のためには、在留カードの確認等、出入国管理関係法令等の関係法令を遵守することが必要です。
また、外国人労働者との間で起こるトラブルの一因として、本国と日本の間の文化等に関するギャップ、来日前後
の認識のギャップなどが挙げられます。特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

　監理措置決定や仮放免許可を受けた外国人は、退去強制手続中の立場であるため、原則として就労することはでき
ません。
　ただし、監理措置決定を受けた外国人は、退去強制令書発付前に限り、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定
するなど一定の厳格な要件の下で、例外的に就労が許可されることがあります。就労の可否については同人が所持し
ている監理措置決定通知書の記載を確認してください。
　なお、監理措置や仮放免のいずれにおいても、就労の可否に疑義がある場合は最寄りの地方出入国在留管理局にお
問合せください。

給料の支払いの仕組みが日本と違っていたり、控除の制度がなかったりする国もあります。具体的な控除の額や手
取りの額を示すなど、具体的な金額について、本人が理解できる方法で説明するよう心がけてください。また、雇
用条件等については、労働関係法令に違反することがないよう注意してください。

雇用契約期間、労働時間、業務内容、給料の仕組みや控除の理由などを
あらかじめ丁寧に説明してください。

業務上の必要な指導等であったとしても、暴言や脅迫（例：指示に従わなければ解雇する旨の発言等）、暴行（例：
殴打、足蹴りを行う、工具で叩く等）といった行為は許されません。

パワハラ・セクハラなどの不適正な行為が行われないようにしてください。

⃝事業主の方からハローワークへの届出
外国人（「特別永住者」、在留資格「外交」及び「公用」は除く。）を雇用する事業主の方は、労働施策総合推進法に基
づく外国人雇用状況の届出が義務づけられています。外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合、ハローワー
クへ届出をしてください（この届出を怠ると罰則の対象となります。）。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

⃝外国人本人から出入国在留管理庁への届出
外国人本人には、在留資格に応じ、入管法に基づく所属機関に関する届出が義務づけられています。新たに雇用
等の契約を締結した場合や別の所属機関に移籍した場合などには、同届出の必要性について、ご本人に案内いた
だくようお願いします。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001342898.pdf

外国人を雇用した時の届出

監理措置や仮放免は在留資格ではありません。

業務上の指導やアドバイスであったとしても、文化等の違いから、相手を嫌な気持ちにさせてしまうことがあるこ
とに注意が必要です（円滑なコミュニケーションのために、翻訳機や通訳機を活用することも有効です。）。

異文化への理解を深め、お互いを尊重することで
誤解が生じないようにしてください。

外国人の適正な雇用のために注意すべきポイント在留カードの見方

監理措置に関するQ&Aはこちら▶ https://www.moj.go.jp/isa/08_00051.html

※�監理措置決定を受けた外国人（被監理者）を雇用する場合も、事業主の方は、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が
義務づけられています。
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～外国人を雇用する
　　  事業者の方へ～

　所得税の源泉徴収義務がある給与支払者（※）は、原則として、納税
義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別
徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられ
ています。
　外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を
行っていただく必要があります。

【総務省HP】 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/
czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html

【お問い合わせ先】 不明な点がある場合は、従業員の方がお住まいの市区町村の税務担当課まで
お問い合わせください。

外国人が退職・帰国（出国）するときには

住民税の特別徴収義務

◆ 特別徴収になると
従業員の方… 毎月の給与から年12回の納付となるため、普通徴収（年４回払い）と比べ、１回当たりの納付額の

負担が少なくなります。また、自身で納付する手間が省け、納め忘れの心配がありません。
事業者の方… 所得税の源泉徴収事務と異なり、市区町村が納入すべき税額を決定して通知するため、事業者の方

が納入額の計算をする必要はありません。

（※）常時二人以下の家事使用人のみに対し給与の支払をする者以外の給与支払者

　帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めること
ができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自
身に代わり税金の手続きを行う方（納税管理人）を定め、市区町村
に届け出る必要があります。

■ 納税管理人の選任

　本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から
残りの住民税を一括して徴収することができます。

■ 残りの住民税（特別徴収税額）の一括徴収

※１～５月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

住民税の特別徴収にご協力ください！

　住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内
いただきますようお願いします。
　なお、日本人と外国人で手続きの方法などが異なるものではありません。
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※事業者の方へ　この面は、外国人の従業員向け広報ポスターとなっています。
　事業所内に掲出していただくなど、適宜ご活用ください。

住民税の支払いをお忘れなく！
住民税は、１月１日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば
外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。１月２日以降に日本から出国した場合でも同じです。
もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。
毎月の給料から住民税を差し引かれている人が会社を辞める場合、会社に、支払っていない住民税の全部を給料や
退職金から差し引いてもらい、市区町村に支払ってもらうこともできます。
日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、
自分に代わって税金の手続きを行う人（納税管理人）を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。

【お問い合わせ先】不明な点がある場合は、お住まいの市区町村までお問い合わせください。

外国人の方へ　住民税のお知らせ

住民税

Don’t forget to pay resident tax!
・The resident tax is a tax that must be paid to the local municipal office for foreigners having a domicile within 
Japan as of January 1, and earned income that is above a certain amount.The same applies if you leave Japan 
after January 2.
・If the obligatory resident tax payment due is delinquent, the taxpayer may not be able to renew their foreign 
residency during the period that they are authorized to stay, etc.
・If an employee whose employer deducts resident taxes from their monthly salary leaves the company, the 
employee can request the employer to deduct all unpaid resident taxes from their salary or retirement allowance and 
pay the municipality on behalf of the employee.
・A taxpayer who plans to leave Japan must appoint a resident in Japan (tax agent) who will be responsible for 
handling tax activities on the employee’s behalf, and notify the municipality where the employee lives if unable to 
pay the resident tax before leaving Japan.
【Contact Information】　If you have any questions, please contact your local municipal office.

请勿忘缴纳住民税！

·住民税是指，自1月1日起在日本居住，并拥有一定收入的人员，包括外国人在内，需要向所居住的市区町村缴
纳的税金。即使1月2日后从日本离开也同样需缴纳住民税。
·若需缴纳的住民税没有及时缴纳，可能无法通过在留期限更新等的申请。
·每月工资中扣除住民税的人员在离职后，未缴纳的住民税将从工资或退休金中扣除，并代向市区町村缴纳。
·若在离开日本前无法缴纳住民税，需在离开前，从居住在日本的人员中，指定代替自己缴纳税金的纳税管理人，
并通知所居住的市区町村。

【咨询窗口】若有不明之处，请咨询所居住的市区町村。

！
·

・

・

・

【 】
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